
＜放課後児童クラブに係る平成２１年度予算の概要＞

【１７，６２２百万円】

か所数 ２０，０００クラブ → ２４，１５３クラブ

放課後児童クラブ運営費

【５，６６８百万円】

① 創設費補助
か所数 ３００か所 → ３９４か所

② 改修費及び設備費補助の充実
か所数 ２，８３５か所 → ５，２６８か所

放課後児童クラブ整備費等
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１０００億円の基金創設（平成20年度～22年度）により、新待機児童ゼロ作戦の前倒し実施

→ １５万人分の受入体制の整備具体的実施事業

１ 保育所等緊急整備事業 ２ 放課後児童クラブ設置促進事業 ３ 認定こども園整備等事業
４ 家庭的保育(保育ママ)改修等事業 ５ 保育の質の向上のための研修事業等

①保育サービス等の充実 ・・・雇用情勢悪化等による待機児童の増加に対し、速効性のある対応等
②すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実 ・・・創意工夫により地域の子育て力をはぐくむ取組等の拡充
③ひとり親家庭等への支援の拡充 ・・・厳しい雇用情勢下、資格取得支援とその間の生活保障、在宅就業支援等
④社会的養護の拡充 ・・・児童養護施設等の生活環境改善、安定した就職が困難な退所児童の生活・就業支援等

※全体を通じて、地方公共団体が上記の事業を積極的に実施できるよう、臨時交付金で地方公共団体への配慮

安心こども基金（平成２０年度第２次補正予算）

平成２１年度補正予算 安心こども基金の拡充の概要

安心こども基金の拡充（１，５００億円）

「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等による保育サービスの拡充のほか、地域の子育て力をはぐくむ取組等すべ
ての子ども・家庭への支援、ひとり親家庭・社会的養護等への支援の拡充により、子どもを安心して育てることができる体制
整備を行う。

今回の補正予算における拡充

安心こども基金 総額（国費） ２５００億円

２０年度２次補正予算 １０００億円
２１年度補正予算 １５００億円
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すべての子ども・家庭への支援 ～地域子育て創生事業～

《対象事業》 都道府県又は市町村は、次に掲げる支援について、地域の実情に応じた創意工夫のある取組を実施する。

①地域子育て支援を行うNPO等の活動の立ち上げ支援
②地域における子育て力を育み、コミュニティーの活性化等を図るためのきめ細かな子育て支援活動を促進するための支援
③経済的困難を抱える家庭や施設等で生活する子どもの健全な育成環境を確保するための支援
④育児に悩みのある親の話の傾聴や育児・家事を協働して行うスタッフの派遣により、育児期の孤立感や育児不安の解消を
図るための支援（家庭支援スタッフ訪問事業）

⑤放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携を促進するための支援（放課後子どもプラン連携促進事業）
⑥病児・病後児保育事業に携わる人材を確保するなど、病気の子どもを預かる社会基盤の構築を促進するための支援
⑦ファミリー・サポート・センター事業の広域実施や病児・病後児預かり等の実施を促進するための支援
⑧安心・安全な出産に向けた妊婦等支援教室や家庭訪問等による支援（妊娠出産前支援事業）
⑨地域子育て支援拠点事業の従事者や放課後児童健全育成事業の指導員の資質向上を図るための支援、人材育成支援
⑩賃借物件により新たに地域子育て支援拠点事業や放課後児童健全育成事業等を実施するための賃借料等の支援、病児
・病後児保育事業に係る感染症対策等に必要な備品費等の支援

※ 各自治体は、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用することで、上記事業への上乗せや上記以外の独自事業の実施も可能。

《概要》
地域の創意工夫により地域の子育て力をはぐくみ、子育てにかかわる人材の育成、コミュニティの活性化を図るため、

自治体、地域住民、町内会、ＮＰＯ、ボランティア、商店街、企業等の行う地域子育て支援活動の立ち上げなどを支援する。
《実施方法》
都道府県が地域の実情に応じて事業採択（都道府県は主に広域調整的な事業を行うこととし、市町村に手厚く配分）

《事業の流れ》

都道府県 （③基金の創設）（⑤基金取崩計画の策定）

国
（好事例の情報提供）

都道府県の事業
（ＮＰＯ等へ委託可）

④助成金申請
事業計画策定

⑥採択
助成金の助成

（都道府県知事が
必要と認めた額）

①補助金の申請
②補助金の交付

（児童人口配分＋定額）
⑦実施状況報告

地
域
の
子
育
て
力
の
強
化

《以下の事業は対象としない》

○個人に金銭給付を行い、又は保育料等個人の負担を直接的に
軽減する事業

○既に実施している事業について、単に当該市町村等の負担を
軽減するための事業
○国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象
となる事業
○今までに一般財源化された事業
○認可外保育施設の運営に係る経費の一部を負担し、又は補助
している事業

○施設整備を目的とする事業（土地や既存建物の買収、土地の整地
、職員宿舎の設置等を含む。）

⑥直接実施

各市町村の事業
（ＮＰＯ等へ委託可）
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＜平成２１年５月１日現在の７１人以上クラブについて、その解消を図ることが困難な理由＞
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解消が困難な理由（場所・人材・予算）の内訳別クラブ数

平成２１年５月１日現在の７１人以上クラブのうち、今年度中の解消が困難と回答したクラブについて、その理由について、場所
等の確保が困難との回答があったのが、６３４（６８％）となっており、これらクラブの理由別内訳を示したもの（複数回答）
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